
 

 

 

 

「台湾東部沖地震義援金」の募集について 

 

 ２０２４年（令和６年）４月３日に発生した台湾の東部沖沿岸を震源地とする地震

による被災者を支援するため、「台湾東部沖地震義援金」を募集します。 

 

記 

 【受付期間】 

   令和６年４月８日（月）から令和６年６月２８日（金） 

 

【受付方法】 

●募金箱の設置 

  和歌山県庁（サービスステーション、秘書課、国際課） 

  各振興局総務県民課 

   ※受付時間は平日午前 9 時から午後 5 時 (祝日、年末年始は除く) 

 

●義援金受入口座 

（１）義援金名   台湾東部沖地震義援金 

（２）義援金口座  

  

【義援金の取扱い】 

寄せられた義援金については、台北駐大阪経済文化弁事処へお渡しする予定です。 

 

※ 送金には振込手数料が必要です。 

※ 所得税法及び地方税法に規定する寄付控除の対象にはなりません。 

 

資  料  提  供 

   令和 ６年 ４月 ８日 

担当課 国際課 

担当者 園部・宮坂 

電 話 073-441-2061 

金融機関 口座番号 口座名義 

紀陽銀行 県庁支店 普通 ０４１８４３９  
 

台湾東部沖地震義援金 
（タイワントウブオキジシンギエンキン） 

きのくに信用金庫  

本店営業部 

普通 ２６８７１８４ 

和歌山県信用農業協同組

合連合会 本所 

普通 ０００９４５１ 

担 当 者 国際課 園部・宮坂 

連 絡 先 073-441-2061 


